
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発⾏：⻄会津町企画情報課 

№13 平成 23 月 10 月 1 日

秋の⾏政相談・⼈権相談を⾏います 

１０月１７日から２３⽇は「⾏政相談週間」です。 

町では、特設⾏政相談所を開設し、役所（国・県・

市町村）や特殊法人（ＮＴＴなど）の仕事に関しての

苦情、困っていることなどについて相談に応じ、解決

のお手伝いをします。 

また、あわせて特設人権相談所を開設しますので、

家庭内での問題や近隣間のトラブルなど、この機会に

ご相談ください。 

なお、相談は無料で秘密は堅く守られます。 

◆⾏政相談員 

 齋藤 信子さん（上野尻） 

◆人権相談員 

 田崎 映子さん（芝 草） 

 伊藤 政憲さん（６町内） 

 佐藤 高雄さん（杉 山） 

◆日時と会場 

 １０月１９日（水） 

  午前９時３０分〜正午  新郷連絡所 

  午後１時〜３時３０分  奥川支所 

 １０月２０日（木） 

  午前９時３０分〜正午  保健センター 

  午後１時〜３時３０分  町公⺠館 

 

総務課⾏政管理係   ☎45-2211 

町⺠税務課町⺠⽣活係 ☎45-2215 

⼿引き歩⾏・⽣活講習会を開催します 

県障がい者総合福祉センターでは、視覚に障がいの

ある⽅や⾒えにくいことで⽇常⽣活に不⾃由を感じ

ている方、またそのご家族、ロービジョン（低視覚）

支援にたずさわる方を対象に講習会を開催します。 

参加は無料です。また、福祉器具などの展示もして

いますので、ぜひご参加ください。 

◆内容 

・歩くときの手引きの仕方やされ方 

・白杖の選び方や使い方 

・点字について 

・音声機器類（音声パソコンソフトなど） 

・ルーペ、遮光眼鏡、拡大読書器などの展示 

◆開催日および場所 

１０月１２日（水） 

さゆり公園管理棟（研修室） 

◆開催時間 

午後１時３０分〜３時３０分 

※受付は、午後１時３０分までお願いします。 

◆事前申し込み 

７日前までにお申し込みください。 

 

  健康福祉課福祉介護係 ☎45-2214 

 

 

 

 秋本番を迎え、⻄会津ふるさとまつりの時期となりました。各部門では、写真や 

絵画などの作品、農林産物の出店を募集しています。応募方法ついては、各部門ご 

とに配布されるチラシをご確認ください。 

多くの皆さんから自慢の一品の出店をお待ちしています。 

【募集内容】 

 文 化 祭 部 門 … 写真、絵画、俳句、⼿芸など作品募集（担当：町公⺠館） 

農業まつり部門 … 農林産物品評会、加⼯品コンテスト（担当：農林振興課） 

 イ ベ ン ト 部 門 … こゆりちゃんを題材にしたジャンルを問わない作品展 

                           （担当：企画情報課）  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東日本大震災に伴う労災保険請求について 

社員、パートなどの従業員の方が仕事中または通勤

途中で地震や津波に遭遇し、ケガまたは亡くなられた

場合、ケガされた方またはご遺族は労災保険からの給

付を受けることができます。 

詳しくはお近くの労働基準監督または福島労働局

にご相談ください。 

 

喜多方労働基準監督署労災課 

☎0241-22-4211 

福島労働局労働基準部労災補償課 

           ☎024-536-4605 

  

 

 

１０月１６日（日） 
３０日（日） 

 

午前１０時〜午後 2 時 
交流物産館よりっせ アーケード 

出店者出店者出店者出店者、、、、随時募集随時募集随時募集随時募集していますしていますしていますしています!!!!!!!! 
 

野沢まちなか 

再生プロジェクト事務局 

☎45-4536 

（企画情報課企画政策係） 

家屋の新・増築、取り壊しには手続きを 

家屋を新築、増築または取り壊した場合には、手続

きが必要です。 

◆新築・増築したとき 

平成２３年１⽉２⽇以降に家屋を新築・増築した⽅

で、家屋調査を受けていない方はお知らせください。 

あわせて、不動産取得税（県税）の申告も必要とな

ります。 

◆取り壊したとき 

取り壊しをした場合には、「滅失申告書」を提出し

てください。提出されていない場合は、次年度以降も

固定資産税が課税される場合がありますので、必ず提

出してください。 

 

町⺠税務課税務係 ☎45-2211 

⾃動⾞税の納付はお済みですか 
⾃動⾞税は、県⺠の皆さんの福祉の増進や教育など

のために使われている⼤切な税⾦です。決められた期

日までに忘れずに納めましょう。 

また、納付の際にお渡しする納税証明書は、⾞検を

受けるときに必要となりますので、⼤切に保管しまし

ょう 

◆納期限 １０月３１日（月） 

 

会津地方振興局県税部課税第二課 

☎0242-29-5261 

戦傷病者・戦没者遺族相談員について 

１０月１日付で、下記の方が厚生労働大臣より戦

傷病者（戦没者遺族）相談員に任命され、耶麻郡を

担当します。 

恩給・各種給付⾦に関することなど援護全般や⽣

活に関することなど、お気軽にご相談ください。 

 

 井上 安之助さん（いのうえ やすのすけ） 

 〒966-0072 喜多⽅市字北町 2907 

              ☎0241-23-3266 

 

健康福祉課福祉介護係 ☎45-2214 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 原⼦⼒損害賠償に関する巡回法律相談 

 県では、原⼦⼒損害賠償請求⼿続きが本格的に開始

されたことに伴い、弁護⼠による巡回の法律相談を実

施します。 

相談料はかかりませんので、請求⼿続きにおける不

明な点などお気軽にご相談ください。 

◆対象者 

 原⼦⼒事故に伴い損害を受けている個⼈または事

業者 

◆実施方法 

 弁護⼠による個別⾯談形式の法律相談 

◆相談日時（会津会場） 

 １０月６日、１３日、２０日、２７日（毎週木曜日） 

 午後２時〜４時（１相談あたり３０分） 

◆会場 

会津美⾥公⺠館（会津美⾥町字⾼⽥） 

※県内各地で開催されます。他の会場については、

お問い合わせください。 

◆相談予約 

事前予約制となります。事前に下記までご連絡くだ

さい。（受付時間：午前８時３０分〜午後９時） 

申込電話番号 ０２４－５２３－１５０１ 

 

県原⼦⼒賠償⽀援課 ☎024-521-8045 

県弁護⼠会では被災者⽀援を⾏っています 

 福島県弁護士会では、震災および原発事故による被

災者の支援に積極的に取り組んでいます。 

お気軽にお問い合わせください。 

◆震災・原発無料電話相談（相談料は無料） 

対象：震災・原発で被災された方 

受付時間：平日午後２時から４時まで 

電話番号：０２４－５３４－１２１１ 

０２４－９２５－６５１１ 

０２４２－２７－２５２２ 

０２４６－２５－０４５５ 

◆震災・原発無料⾯談相談（予約制） 

対象：震災・原発で被災された方 

実施場所：会津若松市ほか県内７カ所 

予約方法：平日午前１０時から午後４時まで電話 

０１２０－７００－７９１ 

※相談場所へのアクセス、相談曜日、時

間などは予約の際にお問い合わせく

ださい。 

◆原⼦⼒発電所事故被害者救済⽀援センター 

 対象：原発事故で被災された方 

 支援内容：原発事故の被害者救済を支援するため、

弁護士を紹介します。 

相談は３回までは無料です。 

◆インターネット・携帯電話での情報提供 

ＨＰアドレス 

 http://business3.plala.or.jp/fba/ 

携帯ＨＰアドレス 

http://business3.plala.or.jp/fba/k/ 

 

県弁護士会会津支部 

（⽀部⻑ 弁護士 小池達哉） 

☎0242-28-5640 

森林の伐採・開発には⼿続きが必要です 

 森林の利⽤（伐採・開発など）に関するルールは、

森林法に定められています。次のルールに従い⼿続き

が必要です。 

 詳しくはお問い合わせください。 

◆森林を伐採するときは… 

伐採をする９０日から３０日前までに「伐採及び伐

採後の届出書」を町⻑に提出しなければなりません。 

◆森林を開発（造成など）するときは… 

１ｈａ以下の開発をする場合は「伐採及び伐採後の

届出書」のほかに「⼩規模林地開発計画書」を町⻑に

提出する必要があります。 

なお、１ｈａを超える開発には「林地開発許可」（県

知事許可）が必要になりますので、会津農林事務所に

計画段階でご相談ください。この場合は「伐採及び伐

採後の届出書」の提出は不要となります。 

 

  農林振興課林政係 ☎45-4531 



電話 Mail

FAX URL

西会津町ケーブルテレビ

（企画情報課情報政策室）

４５－４４６１

４５－４４４７ http://www.nct.ne.jp/

info@nct.ne.jp

さゆりチャンネル ２３年10月番組ガイド

文字情報

00 サイエンスチャンネル「THE　MAKING」・｢自治区訪問(端村)｣

文字情報・天気

文字情報・天気

30 こゆりちゃんニュースワイド

30 こゆりちゃんニュースワイド（再）

30 こゆりちゃんニュースワイド（再）

30 ｢THE MAKING｣･｢端村｣

00 ｢THE MAKING｣・｢自治区訪問(端村)｣

00 こゆりちゃんニュースワイド（再）

00 こゆりちゃんニュースワイド（再）

12

00 週間
こゆりちゃん
ニュースワイド

30 こゆりちゃんニュースワイド（再）

3

2

1

天気

11

10

9

保存

☆こゆりちゃんニュースワイド☆
月～金曜日　夕方６：３０～ほか

日土火～金月時

11

10

9

8

7

6

5

4

7

6
文字情報・天気

30 週間
こゆりちゃん
ニュースワイド

30 こゆりちゃんニュースワイド（再）

30 こゆりちゃんニュースワイド（再）

8

文字情報・天気

文字情報

15 こゆりちゃんニュースワイド（再）

文字情報・天気

00 サイエンスチャンネル「THE　MAKING」・｢自治区訪問(端村)｣

00 週間
こゆりちゃん
ニュースワイド

00 週間

こゆりちゃん

ニュースワイド

文字情報

00 週間
こゆりちゃん
ニュースワイド

00 週間
こゆりちゃん
ニュースワイド

00 週間
こゆりちゃん
ニュースワイド

30 ｢THE MAKING｣･｢端村｣

30 週間
こゆりちゃん
ニュースワイド

　　　ハイビジョンで自治区訪問｢端村｣
　１０日～１６日１０日～１６日１０日～１６日１０日～１６日  　午前１１時～　午後４時～　午後９時～
　　端村自治区の四季折々の魅力を紹介します。

　◆ＢＳデジタル放送は、１０月１日から次のとおり新たなチャンネルが追加されます。◆ＢＳデジタル放送は、１０月１日から次のとおり新たなチャンネルが追加されます。◆ＢＳデジタル放送は、１０月１日から次のとおり新たなチャンネルが追加されます。◆ＢＳデジタル放送は、１０月１日から次のとおり新たなチャンネルが追加されます。

　　ＷＯＷＯＷ・191ｃｈ　　　　　　　　→　ＷＯＷＯＷプライム・191ｃｈ、ＷＯＷＯＷライブ・192ｃｈ、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　 ＷＯＷＯＷシネマ・193ｃｈ
　　スター・チャンネルＢＳ・200ｃｈ　→　スター・チャンネル１・200ｃｈ、スター・チャンネル２・201ｃｈ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スター・チャンネル３・202ｃｈ
　　放送大学（新規）・２３１ｃｈ、２３２ｃｈ、２３３ｃｈ、５３１ｃｈ（ラジオ）

　※ケーブルテレビで視聴するにはデジタルパックへの加入が必要です。※ケーブルテレビで視聴するにはデジタルパックへの加入が必要です。※ケーブルテレビで視聴するにはデジタルパックへの加入が必要です。※ケーブルテレビで視聴するにはデジタルパックへの加入が必要です。
　　詳しくは下記までお問合せください。　　詳しくは下記までお問合せください。　　詳しくは下記までお問合せください。　　詳しくは下記までお問合せください。


